
成
立
し
ま
し
た
。

②�

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
勧
告
対
応
法
の
成
立

　
そ
し
て
、
二
〇
二
二
年
一
二
月

に
は
、
い
わ
ゆ
る
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
勧
告

対
応
法
（
国
際
的
な
不
正
資
金
等

の
移
動
等
に
対
処
す
る
た
め
の
国

際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第

千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我

が
国
が
実
施
す
る
国
際
テ
ロ
リ
ス

ト
の
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
）
が
成
立
し
、
資
産
凍
結
措

拡
散
金
融
対
策
政
策
会
議
」
の
設

置
お
よ
び
「
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資

金
供
与
・
拡
散
金
融
対
策
に
関
す

る
行
動
計
画
」
に
従
っ
て
、
順
次

対
応
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
改
正
資
金
決
済
法
等
の
成
立

　
例
え
ば
、
二
〇
二
二
年
六
月
に

は
、
取
引
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
共
同

シ
ス
テ
ム
の
実
用
化
に
関
す
る
行

動
計
画
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
、

為
替
取
引
分
析
業
の
創
設
等
を
内

容
と
す
る
改
正
資
金
決
済
法
等
が

⑴
　
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
審
査
へ
の

対
応
と
枠
組
み
の
整
備

　
日
本
に
お
け
る
「
マ
ネ
ー
・
ロ

ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供

与
対
策
」（
以
下
、「
マ
ネ
ロ
ン
等

対
策
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
大
き
な
枠
組
み
と
し
て
、
Ｆ

Ａ
Ｔ
Ｆ
第
４
次
対
日
相
互
審
査
の

１
こ
れ
ま
で
の
マ
ネ
ロ
ン

等
対
策
へ
の
取
組
み

結
果
、
重
点
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の

対
象
と
し
て
指
定
さ
れ
て
以
降
、

様
々
な
点
で
進
展
が
み
ら
れ
る
と

い
え
ま
す
。

　
す
な
わ
ち
、
日
本
は
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
審
査
ま
で
の
期
間
中
に
、

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
に
よ
る
審
査
で
指
摘
さ

れ
た
不
備
事
項
に
つ
い
て
改
善
が

求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
審
査
結
果

の
公
表
に
合
わ
せ
て
発
表
さ
れ

た
、
関
係
省
庁
申
合
せ
に
よ
る

「
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
・
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Ｊ
Ａ
に
お
け
る
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
の
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら

①
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
の
振
り
返
り

　
と
今
後
の
課
題

特
集

マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
は
二
〇
二
四
年
三
月
を
も
っ
て
態
勢
整
備
の
完
了
期
限
を
迎
え
る
が
、
今

後
も
不
断
の
取
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
一
旦
、
こ
れ
ま
で
の
対
策
の
振
り
返
り

と
現
状
整
理
を
し
た
う
え
で
、
今
後
行
う
べ
き
マ
ネ
ロ
ン
対
策
を
考
え
る
。

2004年弁護士登録。2013年ニュー
ヨーク州弁護士登録。米国およびシンガ
ポールの法律事務所や金融庁監督局総務
課での勤務を経て、金融機関のガバナン
スや、AML/CFT、個人情報保護等のリス
クマネジメント、コンプライアンスに関
するアドバイス業務に従事。

弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士　金澤 浩志



係
る
取
組
み
に
つ
い
て
も
一
定
の

進
展
が
み
ら
れ
ま
す
。

　
金
融
庁
は
、
各
金
融
機
関
に
対

し
て
、
マ
ネ
ロ
ン
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
「
対
応
が
求
め
ら
れ
る
事
項
」

へ
の
対
応
を
二
〇
二
四
年
三
月
末

ま
で
に
完
了
す
る
よ
う
要
請
し
、

問
題
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

法
令
に
基
づ
く
行
政
対
応
を
含
む

対
応
を
行
う
場
合
が
あ
る
と
し
て

い
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
当
該
期

限
ま
で
に
適
切
な
態
勢
整
備
が
行

わ
れ
る
よ
う
、
預
金
取
扱
金
融
機

関
を
は
じ
め
と
し
た
マ
ネ
ロ
ン
等

リ
ス
ク
が
相
対
的
に
高
い
と
判
断

さ
れ
る
業
態
に
つ
い
て
、
マ
ネ
ロ

ン
等
対
策
に
係
る
取
組
状
況
を
検

証
す
る
た
め
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
検
査

が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
当
局
に
よ

る
態
勢
整
備
状
況
の
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
活
動
か
ら
収
集
さ
れ

た
情
報
を
踏
ま
え
て
、
金
融
庁
が

二
〇
二
三
年
六
月
に
公
表
し
た

「
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
・

テ
ロ
資
金
供
与
・
拡
散
金
融
対
策

置
の
強
化
、
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
の

強
化
、
暗
号
資
産
等
へ
の
対
応
の

強
化
と
い
っ
た
対
策
に
関
す
る
法

令
改
正
等
が
行
わ
れ
、
複
数
の
不

備
事
項
に
対
す
る
対
応
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
金
融
庁
は
、
二
〇
二
一

年
三
月
に
公
表
し
た
、「
マ
ネ
ー
・

ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金

供
与
対
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」（
以
下
、「
マ
ネ
ロ
ン
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
と
い
う
）
の
「
対
応
が

求
め
ら
れ
る
事
項
」
の
内
容
の
明

確
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

「
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対

策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
す
る
よ
く

あ
る
ご
質
問
（
Ｆ
Ａ
Ｑ
）」
に
つ

い
て
、
二
〇
二
二
年
三
月
と
八
月

に
改
訂
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

⑵
　
金
融
機
関
に
お
け
る
取
組

状
況

　
前
述
の
と
お
り
、
枠
組
み
に
つ

い
て
の
整
備
は
粛
々
と
進
め
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
、
金
融
機
関
に
お

け
る
実
際
の
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
に

の
現
状
と
課
題
（
二
〇
二
三
年
六

月
）」（
以
下
、「
現
状
と
課
題
」

と
い
う
）
で
は
、
金
融
機
関
に
お

け
る
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
の
取
組
み

に
対
す
る
評
価
が
な
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
こ
の
点
、
次
の
よ
う
に
、
金
融

業
態
全
般
に
関
す
る
評
価
が
さ
れ

て
い
ま
す
。

　「
全
体
的
な
態
勢
の
水
準
は
高

度
化
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
の
、
包
括
的
か
つ
具
体
的
な
リ

ス
ク
の
特
定
・
評
価
の
実
施
や
、

態
勢
高
度
化
に
向
け
た
行
動
計
画

の
検
討
に
時
間
を
要
し
、
実
際
の

取
組
み
に
遅
れ
が
認
め
ら
れ
る
金

融
機
関
も
存
在
し
て
い
る
」

　「
一
定
程
度
の
リ
ス
ク
の
特
定
・

評
価
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
認

め
ら
れ
、
業
態
や
規
模
に
か
か
わ

ら
ず
、
金
融
業
界
全
体
と
し
て
、

リ
ス
ク
理
解
を
は
じ
め
と
す
る
態

勢
整
備
の
底
上
げ
が
進
ん
で
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
他
方
、
リ

ス
ク
評
価
書
、
顧
客
受
入
方
針
と

い
っ
た
規
程
類
の
作
成
、
顧
客
の

リ
ス
ク
評
価
の
実
施
、
取
引
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
・
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
シ

ス
テ
ム
の
導
入
と
い
っ
た
基
本
的

な
事
項
に
つ
い
て
整
備
を
行
っ
て

い
る
金
融
機
関
に
お
い
て
も
、
実

際
に
検
査
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
通

じ
て
実
態
を
確
認
す
る
と
、
リ
ス

ク
の
特
定
・
評
価
に
関
す
る
手
順

が
文
書
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
組
織

内
の
承
認
を
経
て
規
程
化
さ
れ
て

い
な
い
等
、
態
勢
整
備
が
十
分
で

な
い
事
例
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
、

今
一
段
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
」

　
足
許
で
は
、
金
融
機
関
に
よ
る

マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
に
よ
っ
て
対
処

す
べ
き
金
融
犯
罪
が
増
加
し
て
い

る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　
二
〇
二
三
年
一
二
月
に
公
表
さ

れ
た
国
家
公
安
委
員
会
の
「
犯
罪

収
益
移
転
危
険
度
調
査
書
」
に
よ

れ
ば
、「
令
和
四
年
中
の
特
殊
詐

欺
の
認
知
件
数
は
一
万
七
五
七
〇

２
わ
が
国
の

金
融
機
関
を
取
り
巻
く

リ
ス
ク
の
状
況
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Ｒ
Ｂ
Ａ
の
基
本
を
ど
の
程
度
理
解

し
、
リ
ス
ク
に
応
じ
た
低
減
措
置

を
実
施
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は

懸
念
が
あ
る
」
と
厳
し
い
指
摘
が

な
さ
れ
て
い
ま
す
（
注
１
）。

　
一
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
で
、
地

域
経
済
に
密
着
し
た
重
要
な
担
い

手
で
あ
る
中
小
地
域
金
融
機
関
の

マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
に
対
し
て
、
前

記
の
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
対
日
相
互
審
査
報

告
書
は
、
厳
し
い
注
文
を
付
け
た

も
の
と
捉
え
ら
れ
ま
す
。
さ
ら

い
て
）
そ
の
他
の
金
融
機
関
に
お

い
て
は
、
自
ら
の
マ
ネ
ロ
ン
・
テ

ロ
資
金
供
与
リ
ス
ク
の
理
解
が
限

定
的
で
あ
る
。
金
融
機
関
が
マ
ネ

ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
リ
ス
ク
に

つ
い
て
限
定
的
な
理
解
し
か
有
し

て
い
な
い
場
合
、
金
融
機
関
の
リ

ス
ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
（
以

下
、
Ｒ
Ｂ
Ａ
）
の
適
用
に
直
接
的

な
影
響
を
及
ぼ
す
」「
こ
れ
ら
の

金
融
機
関
が
金
融
庁
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ

Ｆ
Ｔ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
明
記
す
る

　
本
稿
で
は
、
待
っ
た
な
し
の
マ

ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ

ロ
資
金
供
与
対
策
（
以
下
、「
マ

ネ
ロ
ン
等
対
策
」
と
い
う
）
に
お

い
て
、
特
に
第
二
線
、
第
三
線
が

取
り
組
む
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
考

察
し
ま
す
。

　
な
お
、
記
載
内
容
は
筆
者
個
人

の
責
任
に
属
し
、
所
属
す
る
組
織

の
見
解
を
代
表
す
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

⑴
　
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
に
よ
る
対
日
相

互
審
査

　
手
始
め
に
、
な
ぜ
、
マ
ネ
ロ
ン

等
対
策
に
こ
れ
ほ
ど
関
心
が
集
ま

っ
て
い
る
か
を
概
観
し
ま
す
。

　
何
よ
り
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
第
４
次
対

日
相
互
審
査
結
果
で
す
。
同
報
告

書
で
は
、「（
大
規
模
銀
行
等
を
除

１
な
ぜ
マ
ネ
ロ
ン
等

対
策
な
の
か
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Ｊ
Ａ
に
お
け
る
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
の
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら

②
さ
ら
な
る
態
勢
整
備
の
た
め
の

　第
二
線
・
第
三
線
の
取
組
み

特
集

引
き
続
き
対
応
が
求
め
ら
れ
る
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
に
お
い
て
、
さ
ら
な
る
態
勢
整
備
の
た
め

に
第
二
線
・
第
三
線
で
は
ど
の
よ
う
な
取
組
み
を
し
て
い
く
べ
き
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を

改
め
て
理
解
し
、
こ
れ
を
果
た
す
た
め
に
、
現
状
の
実
務
や
観
点
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
て
お

き
た
い
。

大手邦銀等に勤務後、2006年にあずさ監査法
人に入所。金融機関向けレギュラトリー・コンプ
ライアンス全般についてのアドバイザリーを専門
とする。特にRegTech、AML/CFT、コンダク
ト・リスクに対する管理態勢構築支援等の経験豊
富。セミナー講演、著書多数。ACAMS認定ア
ンチ・マネー・ローンダリング・スペシャリスト。

KPMGジャパン／有限責任 あずさ監査法人
マネージング・ディレクター 山﨑 千春



詐
欺
の
認
知
件
数
は
一
万
七
五
七

〇
件
（
前
年
比
＋
二
一
・
二
％
）、

被
害
額
は
三
七
〇
・
八
億
円
（
同

＋
三
一
・
五
％
）
と
、
被
害
額
は

八
年
ぶ
り
に
増
加
に
転
じ
て
い
ま

す
（
注
２
）。
二
〇
二
三
年
に
お
い

て
も
一
一
月
末
ま
で
の
速
報
値

で
、
す
で
に
認
知
件
数
一
万
七
二

五
四
件
（
前
年
同
期
比
＋
一
〇
・

三
％
）、
被
害
額
は
三
八
二
・
四

億
円
（
同
＋
一
七
・
八
％
）
と
、

増
勢
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら

な
い
状
況
で
す
（
注
３
）。

　
特
殊
詐
欺
に
悪
用
さ
れ
る
預
貯

金
口
座
は
、
例
え
ば
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の

投
稿
を
通
じ
て
不
正
に
譲
渡
さ
れ

る
実
態
が
あ
り
ま
す
。
買
主
側
は

「
＃
口
座
買
取
」「
＃
副
業
」
な
ど

と
い
っ
た
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
を
付
し

て
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
投
稿
し
て
お
り
、
生

活
困
窮
者
等
を
主
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト

と
し
て
誘
い
込
み
、
売
主
は
罪
の

認
識
が
な
い
ま
ま
に
安
易
に
譲
渡

に
応
じ
て
い
ま
す
。
買
取
希
望
対

象
は
、
大
手
行
、
ネ
ッ
ト
銀
行
に

限
ら
ず
、
全
国
津
々
浦
々
の
中
小

に
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
第
５
次
対
日
相
互

審
査
は
、
規
定
が
整
備
で
き
て
い

る
と
い
っ
た
形
式
的
な
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
だ
け
で
は
な
く
、
真
に

結
果
を
出
し
て
い
る
か
、
す
な
わ

ち
マ
ネ
ロ
ン
等
を
適
切
に
排
除
し

て
い
る
か
の
実
効
性
を
よ
り
厳
格

に
審
査
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て

お
り
、
現
状
の
中
小
地
域
金
融
機

関
の
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
は
、
相
当

の
底
上
げ
が
求
め
ら
れ
る
深
刻
な

状
況
に
あ
る
と
い
う
危
機
意
識
を

も
つ
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑵
　
特
殊
詐
欺
被
害
の
増
加

　
こ
の
よ
う
な
「
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
黒

船
」
議
論
だ
け
で
は
見
逃
し
が
ち

な
、
よ
り
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
し

て
、
わ
が
国
の
金
融
機
関
が
い
か

に
金
融
犯
罪
に
脆
弱
で
あ
り
、
闇

の
勢
力
に
悪
用
さ
れ
て
い
る
か
、

あ
る
い
は
そ
の
事
実
認
識
に
つ
い

て
国
民
、
金
融
機
関
と
も
に
い
か

に
不
十
分
か
と
い
う
事
実
を
無
視

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
例
え
ば
、
二
〇
二
二
年
の
特
殊

地
域
金
融
機
関
も
含
め
、
日
々
二

〇
〇
近
い
金
融
機
関
が
「
指
名
」

さ
れ
、
金
融
機
関
ご
と
に
買
取
相

場
も
形
成
さ
れ
て
い
ま
す（
注
４
）。

　
こ
の
事
実
を
知
ら
な
い
ま
ま
悪

用
さ
れ
て
い
る
金
融
機
関
こ
そ
、

犯
罪
者
に
と
っ
て
は
格
好
の
餌
食

で
あ
り
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
に
と
っ
て
は

「
リ
ス
ク
を
限
定
的
に
し
か
理
解

し
て
」
お
ら
ず
、「
リ
ス
ク
に
応

じ
た
低
減
措
置
を
実
施
し
て
い
る

か
に
つ
い
て
は
懸
念
が
あ
る
」
金

融
機
関
と
指
摘
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

⑶
　
役
職
員
も
含
め
た
意
識
改

革
・
経
営
改
革
が
必
須

　
金
融
機
関
の
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策

は
、
こ
の
よ
う
に
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
対
応

で
も
な
く
、
旧
来
型
の
法
令
遵
守

と
し
て
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
で

も
な
く
、
今
そ
こ
に
あ
る
脅
威
と

向
き
合
い
、
闘
う
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
と
い
う
意
識
改
革
が
必

要
で
あ
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
た
い

も
の
で
す
。

　
金
融
庁
公
表
の
「
マ
ネ
ー
・
ロ

ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供

与
対
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
に
お
け
る
「
マ
ネ
ロ
ン
・
テ

ロ
資
金
供
与
対
策
を
経
営
戦
略
等

に
お
け
る
重
要
な
課
題
の
一
つ
と

し
て
位
置
付
け
る
こ
と
」
と
の
記

載
は
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い

て
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
、
役
職
員

の
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト
も
含
め
て
、

旧
来
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
有

り
様
か
ら
決
別
す
る
経
営
改
革
を

求
め
て
い
る
も
の
と
い
え
ま
す
。

　
こ
こ
か
ら
は
、
マ
ネ
ロ
ン
等
対

策
で
求
め
ら
れ
る
経
営
管
理
（
三

つ
の
防
衛
線
等
）
に
お
い
て
、
特

に
第
二
線
、
第
三
線
と
し
て
取
り

組
む
べ
き
事
項
に
つ
い
て
考
察
し

て
い
き
ま
す
。

（
注
１
）
財
務
省
「
第
四
次
対
日
相
互

審
査
報
告
書
（
仮
訳
）」

（
注
２
）
警
察
庁
「
令
和
四
年
に
お
け

る
特
殊
詐
欺
の
認
知
・
検
挙
状
況

等
に
つ
い
て
（
確
定
値
版
）」

（
注
３
）
警
察
庁
「
令
和
五
年
一
一
月

末
に
お
け
る
特
殊
詐
欺
認
知
・
検

挙
状
況
等
に
つ
い
て
」

（
注
４
）
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ 

Ｒ
ｅ
ｇ
Ｔ
ｅ
ｃ
ｈ
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れ
る
な
ど
、
預
貯
金
口
座
を
悪
用

し
て
詐
欺
や
窃
盗
に
よ
り
得
た
資

金
を
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
し
て
い
る

実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
広
島
銀
行
で
も
、
二
〇
一
七
年

度
に
は
来
日
ベ
ト
ナ
ム
人
の
口
座

を
中
心
に
、
帰
国
時
に
譲
渡
・
売

買
さ
れ
た
来
日
外
国
人
の
口
座
が

詐
欺
の
受
取
口
座
と
な
る
ケ
ー
ス

が
多
発
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
不

正
利
用
対
策
が
急
務
で
し
た
。

⑴
　
来
日
外
国
人
対
応

①
来
日
外
国
人
に
よ
る
犯
罪

　
二
〇
二
三
年
一
二
月
に
国
家
公

安
委
員
会
か
ら
公
表
さ
れ
た
「
犯

罪
収
益
移
転
危
険
度
調
査
書
」
に

お
い
て
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ

ン
グ
を
行
う
主
な
主
体
の
一
つ
と

し
て
「
来
日
外
国
人
犯
罪
グ
ル
ー

プ
」
が
記
載
さ
れ
、
ま
た
、
外
国

語
で
口
座
売
買
を
勧
誘
す
る
内
容

の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
図
表
１
）
も
散
見
さ

　
広
島
銀
行
で
は
、
二
〇
一
八
年

二
月
の
金
融
庁
「
マ
ネ
ー
・
ロ
ー

ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供
与

対
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

（
以
下
、「
マ
ネ
ロ
ン
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
と
い
う
）
公
表
以
降
、
全
行

を
挙
げ
て
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
の
強

化
に
注
力
し
て
き
ま
し
た
。
ま
だ

ま
だ
道
半
ば
で
は
あ
り
ま
す
が
、

広
島
銀
行
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の

取
組
み
等
に
つ
い
て
紹
介
し
ま

す
。

　
広
島
銀
行
で
は
、
マ
ネ
ロ
ン
等

対
策
の
強
化
に
あ
た
り
「
自
行
の

口
座
を
詐
欺
等
に
不
正
利
用
さ
せ

な
い
こ
と
」「
お
客
様
の
ご
預
金

を
お
守
り
す
る
こ
と
」
を
軸
に
態

勢
を
強
化
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の

な
か
で
の
主
な
対
応
に
つ
い
て
解

説
し
ま
す
。

１
こ
れ
ま
で
の

主
な
取
組
み

15 特集　JAにおけるマネロン等対策のこれまでとこれから'24/3月号_No.647 14特集　JAにおけるマネロン等対策のこれまでとこれから '24/3月号_No.647

Ｊ
Ａ
に
お
け
る
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
の
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら

③
他
業
態
か
ら
学
ぶ

　マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
の
現
場（
広
島
銀
行
）

特
集

マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
は
金
融
業
界
全
体
で
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
必
須
と
な
る
。本
稿
で
は
、

広
島
銀
行
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
具
体
的
な
取
組
み
や
教
育
、
現
在
注
力
し
て
い
る
こ
と
等

を
紹
介
す
る
。

2003年神戸大学経済学部卒、広島銀行
入行。営業店勤務を経て、総合企画部、
事務統括部を担当後、2018年10月に第
2線部署であるリスク統括部マネロン等
金融犯罪対策統括室立ち上げに携わる。
2021年10月より現職。公認AMLスペ
シャリスト認定資格（CAMS）保有。

広島銀行　
リスク統括部マネロン等金融犯罪対策統括室� 守本 聡



　
ま
た
、
営
業
店
窓
口
従
事
者
の

知
識
に
か
か
わ
ら
ず
厳
格
な
確
認

が
で
き
る
よ
う
に
、
確
認
項
目
を

チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
形
式
に
し
た
。

あ
わ
せ
て
、
銀
行
の
シ
ス
テ
ム
に

登
録
す
べ
き
項
目
に
「
在
留
資

格
」「
在
留
期
限
」
を
追
加
し
、

シ
ス
テ
ム
に
よ
る
来
日
外
国
人
の

在
留
期
限
管
理
を
可
能
に
し
た
。

〈
既
存
来
日
外
国
人
顧
客
の
在
留

資
格
・
在
留
期
限
の
登
録
〉

　
広
島
銀
行
で
は
、
従
来
か
ら
口

座
開
設
の
際
に
提
示
さ
れ
る
本
人

確
認
書
類
の
写
し
を
イ
メ
ー
ジ
保

管
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
オ
ン
ラ

イ
ン
情
報
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
名

②�

来
日
外
国
人
口
座
の
不
正
利
用

対
策

　
そ
こ
で
、
来
日
外
国
人
口
座
を

不
正
利
用
さ
せ
な
い
た
め
に
、
次

の
対
応
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

〈
口
座
開
設
時
の
確
認
強
化
〉

　
来
日
外
国
人
の
口
座
開
設
時

に
、
取
引
時
確
認
で
必
要
な
項
目

の
確
認
を
行
う
こ
と
に
加
え
て

「
在
留
期
限
ま
で
の
残
り
の
期
間

が
極
端
に
短
く
な
い
こ
と
」「
在
留

資
格
や
在
留
期
限
と
比
べ
て
取
引

目
的
が
不
自
然
で
は
な
い
こ
と
」

等
、
不
審
な
点
が
な
い
か
厳
格
に

確
認
し
、
口
座
売
却
前
提
の
口
座

開
設
を
排
除
す
る
よ
う
に
し
た
。

が
あ
る
等
、
外
国
人
と
思
わ
れ
る

既
存
顧
客
の
本
人
確
認
書
類
写
し

を
手
作
業
で
確
認
し
、「
在
留
資

格
」「
在
留
期
限
」
を
オ
ン
ラ
イ

ン
登
録
し
た
。

〈
在
留
期
限
到
来
時
の
管
理
強
化
〉

　
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
管
理
の
な

か
、
在
留
期
限
が
到
来
し
た
タ
イ

ミ
ン
グ
で
、
該
当
す
る
顧
客
の
登

録
住
所
に
四
ヵ
国
語
表
記
（
日
本

語
・
英
語
・
中
国
語
・
ベ
ト
ナ
ム

語
）
の
Ｄ
Ｍ
（
図
表
２
）
を
発
送

し
、
更
新
後
の
在
留
カ
ー
ド
を
持

っ
て
来
店
を
促
し
た
う
え
で
、
来

店
時
に
は
取
引
時
確
認
を
再
度
行

い
、
新
た
な
在
留
期
限
等
の
顧
客

情
報
を
更
新
す

る
取
組
み
を
開

始
し
た
。

　
Ｄ
Ｍ
が
不
着

と
な
っ
た
り
来

店
が
な
い
場
合

は
、
給
与
・
公

金
振
込
以
外
は

手
作
業
で
の
確

認
後
に
入
金
す

る
と
い
っ
た
取

引
制
限
を
行

い
、
帰
国
時
に

不
要
と
な
っ
た

口
座
が
売
却
さ

れ
て
も
詐
欺
の

受
取
口
座
に
悪

用
さ
れ
な
い
よ

【図表１】口座売買のSNS

【図表２】来日外国人宛DM

15 特集　JAにおけるマネロン等対策のこれまでとこれから'24/3月号_No.647 14特集　JAにおけるマネロン等対策のこれまでとこれから '24/3月号_No.647

特  集 JAにおけるマネロン等対策のこれまでとこれから



　
控
除
対
象
配
偶
者
や
扶
養
親
族

に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
定
を
ど

の
年
で
判
断
す
る
か
は
、
大
綱
に

明
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
た
だ
、
令
和
五
年
分
の
所
得
に

対
す
る
住
民
税
を
翌
年
の
令
和
六

年
度
で
賦
課
徴
収
す
る
と
い
う
住

民
税
の
仕
組
み
か
ら
い
っ
て
、
所

得
制
限
と
同
様
に
、
令
和
五
年
に

お
け
る
控
除
対
象
配
偶
者
、
扶
養

親
族
を
計
算
に
用
い
る
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
は
、
法
令
の

公
表
を
待
ち
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
控
除
対
象
配
偶
者
分
に

　
令
和
六
年
分
の
合
計
所
得
金
額

が
確
定
す
る
の
は
年
末
に
な
り
ま

す
が
、
六
月
以
降
、
月
々
の
源
泉

徴
収
や
予
定
納
税
か
ら
控
除
が
行

わ
れ
、
最
終
的
に
は
年
末
調
整
や

確
定
申
告
で
控
除
の
過
不
足
が
精

算
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑵�

　
い
く
ら
控
除
で
き
る
？

①
所
得
税
控
除

　
所
得
税
の
控
除
の
場
合
は
、

「
納
税
者
本
人
分
三
万
円
＋
（
三

万
円
×
同
一
生
計
配
偶
者
お
よ
び

扶
養
親
族
の
数
）」
の
額
で
す
。

　
同
一
生
計
配
偶
者
、
扶
養
親
族

に
該
当
す
る
か
否
か
は
、
最
終
的

に
は
令
和
六
年
一
二
月
三
一
日
時

点
の
現
況
に
よ
り
ま
す
が
、
先
行

し
て
六
月
以
降
控
除
を
行
っ
た
う

え
で
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
等

で
精
算
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

②
住
民
税
控
除

　
住
民
税
の
控
除
の
場
合
は
、

「
納
税
者
本
人
分
一
万
円
＋
（
一

万
円
×
控
除
対
象
配
偶
者
お
よ
び

扶
養
親
族
の
数
）」
の
額
で
す
。

　
令
和
六
年
度
税
制
改
正
大
綱

が
、
令
和
五
年
一
二
月
一
四
日
に

与
党
（
自
民
党
、
公
明
党
）
か
ら

公
表
さ
れ
、
そ
の
後
一
二
月
二
二

日
に
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
（
以

下
、「
大
綱
」
と
い
う
）。
閣
議
決

定
に
基
づ
く
法
律
案
が
通
常
国
会

で
審
議
さ
れ
た
後
、
令
和
六
年
三

月
末
に
可
決
成
立
、
四
月
一
日
に

法
律
施
行
の
運
び
と
な
り
ま
す
。

　
本
稿
で
は
、
実
務
的
に
重
要
度

の
高
い
改
正
の
内
容
に
つ
い
て
取

り
上
げ
て
解
説
し
ま
す
。

Ⅰ�

　
定
額
減
税
の
実
施

（
所
得
税
・
個
人
住
民

税
）

改
正
の
ポ
イ
ン
ト

⑴
　
誰
が
控
除
で
き
る
？

　
す
べ
て
の
居
住
者
（
国
内
に
住

所
を
有
し
、
ま
た
は
、
現
在
ま
で

引
き
続
い
て
一
年
以
上
居
所
を
有

す
る
個
人
）
が
対
象
と
な
り
ま
す

が
、
い
わ
ゆ
る
「
所
得
制
限
」
が

あ
り
ま
す
（
図
表
１
）。

令和６年度
税制改正大綱の
ポイント

解説

税理士 1 級ＦＰ技能士 河野 利明
1959 年愛媛県八幡浜市出身。1982 年
京都大学法学部卒業、日本鋼業株式
会社入社。特殊鋼営業部で対中国貿
易などを担当。1988 年税理士登録（東
京税理士会）河野利明税理士事務所
開設。農林中金アカデミー研修講師。

　
図
表
１

の
所
得
制

限
に
、
令

和
五
年
分

の
「
合
計

所
得
金

額
」
が
用

い
ら
れ
る

こ
と
が
大

綱
に
明
記

さ
れ
て
い

ま
す
。

【図表１】定額減税適用における所得制限

所得税の
所得制限

令和 6年分の「合計所得金額」が
1,805 万円以下（給与収入に換算す
ると 2,000 万円以下）であること

個人住民
税の所得
制限

令和 5年分の「合計所得金額」が
1,805 万円以下（給与収入に換算す
ると 2,000 万円以下）であること
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解説　令和６年度税制改正大綱のポイント

納
税
者
本
人
の
合
計
所
得
が
一
〇

〇
〇
万
円
超
の
場
合
は
「
控
除
対

象
配
偶
者
を
除
く
同
一
生
計
配
偶

者
」
に
該
当
す
る
た
め
、
令
和
七

年
度
分
か
ら
控
除
さ
れ
る
、
と
整

理
す
る
と
わ
か
り
や
す
い
で
し
ょ

う
（
図
表
２
）。

実
施
時
期

①
所
得
税
控
除

▼�

給
与
所
得
者
に
係
る
定
額
減
税

（
控
除
）

　
令
和
六
年
六
月
一
日
以
後
最
初

に
受
け
る
給
与
や
賞
与
の
支
払
い

に
係
る
源
泉
徴
収
税
額
か
ら
実
施

さ
れ
、
控
除
不
足
額
が
生
じ
た
場

合
は
、
次
月
以
降
の
源
泉
徴
収
税

額
か
ら
順
次
控
除
さ
れ
ま
す
（
図

表
３
）。

▼
年
金
所
得
者
に
係
る
特
別
控
除

　
令
和
六
年
六
月
一
日
以
後
最
初

に
受
け
る
年
金
等
に
係
る
源
泉
徴

収
税
額
か
ら
実
施
さ
れ
、
控
除
不

足
額
が
生
じ
た
場
合
は
、
令
和
六

年
八
月
以
降
の
年
金
等
に
係
る
源

泉
徴
収
税
額
か
ら
順
次
控
除
さ
れ

ま
す
。

▼�

事
業
所
得
者
や
不
動
産
所
得
者

に
係
る
特
別
控
除

　
原
則
的
に
は
、
確
定
申
告
で
行

い
ま
す
が
、
予
定
納
税
の
対
象
者

は
、
第
一
回
目
の
予
定
納
税
額
の

通
知
（
六
月
）
の
際
に
本
人
分
の

特
別
控
除
額
を
控
除
し
た
額
が
通

知
さ
れ
ま
す
。

　
納
税
者
の
簡
易
な
減
額
申
請
に

よ
り
、
扶
養
親
族
分
の
特
別
控
除

額
も
第
一
回
目
の
通
知
税
額
か
ら

控
除
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
制
度
の
ス
ム
ー
ズ
な
運
営

に
資
す
る
た
め
、
減
額
申
請
期
限

は
令
和
六
年
七
月
三
一
日
（
現

行
：
同
月
一
五
日
）
に
、
第
一
期

の
予
定
納
税
の
納
期
限
は
同
年
九

月
三
〇
日
（
現
行
：
同
年
七
月
三

一
日
）
に
延
長
さ
れ
ま
す
。

　
実
務
感
覚
か
ら
言
え
ば
、
六
月

だ
け
で
三
万
円
の
控
除
が
引
き
き

れ
る
人
は
稀
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

つ
い
て
は
、
令
和
六
年
度
分
の
住

民
税
か
ら
控
除
し
、
控
除
対
象
配

偶
者
を
除
く
同
一
生
計
配
偶
者
分

に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
度
分
の

所
得
割
の
額
か
ら
一
万
円
が
控
除

さ
れ
ま
す
。

　
配
偶
者
自
身
の
合
計
所
得
金
額

が
四
八
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
を

前
提
条
件
と
し
て
、
納
税
者
本
人

（
そ
の
配
偶
者
を
扶
養
し
て
い
る

者
）
の
合
計
所
得
金
額
が
一
〇
〇

〇
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
、「
控
除

対
象
配
偶
者
」
に
該
当
す
る
の

で
、
令
和
六
年
度
（
令
和
六
年
七

月
以
降
）
で
控
除
さ
れ
ま
す
が
、

【図表２】 控除対象配偶者と同一生計配偶
者の関係

同一生計配偶者
配偶者自身の合計所得金額が48万円以下
（給与収入の場合103万の壁を超えない人）

控除対象配偶者

控除対象配偶者を除く
同一生計配偶者

（納税者本人の合計所得金額が
1,000万円以下の場合に限定）

【図表３】所得税の定額減税手続

※6月に控除しきれなかった額は、7月以降順次控除される。
※令和6年分の年末調整の際に年税額から特別控除の額を控除する。
※同一生計配偶者等の変動により控除額が変わる場合は、
　年末調整により精算される。

令和6年
6 月

控除

7月

控除 源泉徴
収税額

12月

源泉徴
収税額

11月

源泉徴
収税額

10月

源泉徴
収税額

9月8月

控除

源泉徴
収税額

【図表４】住民税の定額減税手続

※定額減税額控除後の特別徴収税額を、令和6年 7月分～
　令和7年 5月分の 11ヵ月で均等に徴収する。

令和６年
6月

6月分は
特別徴
収なし

8 月

控除

特別徴
収税額

9月

控除

特別徴
収税額

令和７年
4月

控除

特別徴
収税額

5月

控除

特別徴
収税額

7月

控除

特別徴
収税額

21 解説　令和６年度税制改正大綱のポイント'24/3月号_No.647 20解説　令和６年度税制改正大綱のポイント '24/3月号_No.647


